
 項  目 内      容 

設置者の氏名・名称 
協同組合米沢総合卸売センター 

  理事長 坂下 良行 

管理者の氏名 施設長 佐藤 哲三 

建物設備の規模・構造 

木造 平屋建  総延べ面積  ２７５.７５㎡ 

乳児室  （ 1 室 ）  ２９.４７㎡  ほふく室 （ 1 室 ）  ４０.３７㎡ 

保育室  （ 1 室 ）  ４３.２１㎡  その他施設        １６２.７０㎡     

施設の名称・所在地 
キッズピーパル 

山形県米沢市中田町 760-2 

事業開始年月日 平成 29年 4月 3日 

開所時間 

月曜日から土曜日までの週 6日 

 7時 30分から 18時 30分までの 11時間開所 

延長保育 １8時 30分から 19時 00分 

サービスの内容・利用料 

【月極保育料】 

 

 

 

 

【一時預かり】 

年齢区分 1日（8時間） 半日（午前） 半日（午後） 

3歳未満児 2,800円 1,800円 1,400円 

3歳以上児 2,500円 1,600円 1,200円 

  

【延長保育】  30分 400円 

年齢区分 
企業枠・共同利用枠 

保育料 

地域枠 

保育料 

無償化対象者 

保育料 

0・1・2歳児 25,000円 30,000円 0円 

利用定員 
30名【企業枠・共同利用枠 16名、地域枠 14名】 

 0歳児 10名・1歳児 10名・2歳児 10名 

職員の配置数 
施設長 1名・副園長 1名・保育士 9名・子育て支援員 1名・事務員 1名  

  ※保育士及び子育て支援員は園児数に応じて変動する場合があります。 

契約している保険の種

類・保険事故及び保険

金額の内容 

保険の種類 傷害保険(災害共済給付制度)・賠償責任保険 

           死亡見舞金・障害見舞金・医療費（負傷・疾病）・対人対物 

保険金額  (傷害保険)      死亡：最高 3,000万円・障害：最高 4,000万円 

         (賠償責任保険)  対人 1事故：10億円、1名につき：3億円  

 対物 1事故：1,000万円 

提携している医療機関

の名称・所在地 

【内科】  も り 医院 

          米沢市成島町 2丁目 1-35 

            急な発病やケガを負った場合にお連れすることとしています。 

         また、月極契約のお子様には年 2回の定期健康診断を実施します。 

  【歯科】  華らび矯正歯科 

        米沢市金池 6丁目 8-52 

         月極契約のお子様には年 1回の歯科検診を実施します。 



緊急時における関係機

関の連絡先、保護者と

の連絡方法 

米沢警察署 TEL 0238-26-0110     

北 部 交 番 TEL 0238-37-5616 

米沢消防署 TEL 0238-26-2036 

米沢市子育て支援課  TEL 0238-22-5111（内線 3702） 

※ 緊急時の連絡表により保護者に連絡する。 

 

・保育中に容体の変化等があった場合は、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡

先へ連絡をするとともに、速やかに提携医療機関又はかかりつけ医に連絡を取る

などの必要な措置を講じます。 

・保護者と連絡が取れない場合は、お子様の身体の安全を最優先させ、当園が責

任を持ってしかるべき対処を行います。あらかじめご了承願います。 

非常災害対策 

【非常災害時の関係機関の連絡先】 

 米沢警察署 TEL 0238-26-0110     北部交番 

 TEL 0238-37-5616 

 米沢消防署 TEL 0238-26-2036 

 米沢市子育て支援課  TEL 0238-22-5111（内線 3702） 

【保護者との連絡方法】 

 緊急時の連絡表により保護者に連絡する。 

【避難訓練の実施状況】 

 火災・地震等を想定した避難訓練を月 1回実施。 

【避難場所及び避難方法】 

第１避難場所 協同組合米沢総合卸売センター 

第２避難場所 米沢市立北成中学校 

避難場所までは保育従事者等により安全にお連れします。 

虐待の防止に関する研

修の実施状況、独自マニ

ュアルの作成状況 

お子様の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、児童虐待防止に関するマニュア

ルを備えた上で、毎月 1回研修を実施しています。 

 

設置者が過去に事業 

停止命令又は施設閉 

鎖命令を受けたか否か

の別 

 

    無   ・   有 （                  ）  

 

 （受けたことがある場合には、その命令の内容、その命令を行った都道府県等名及びその命令を  

  行った年月日を含む。) 

当施設は児童福祉法第３４条の１５第２項若しくは同法第３５条第４項の認可又は 

認定こども園法第１７条第１項の認可を受けていない保育施設（認可外保育施設） 

として、同法第５９条の２に基づき米沢市への設置届出を義務付けられた施設です。    

＊設置届出先  米沢市保健福祉部子育て支援課   ℡0238－22－5111(代表)  

更新日：2026年 4月 1日 


